
 

 

 

自宅療養者に対する医療支援体制の強化について 

 

 

自宅療養者等から保健所または自宅療養者フォローアップセンターに連絡（健康相談）があっ

た場合に、保健所等からの依頼に基づき、地域の医療機関等が電話やオンラインなどで診療を行

います（以下、イメージ図参照）。 

 また、９月下旬には石川島記念病院が新型コロナウイルス感染症の軽症・中等症の患者さんの

入院診療を優先的に行うコロナ専門病棟へ転換し、築地市場跡地には東京都が「酸素・医療提供

ステーション」を整備する予定です。 

 こうした軽症・中等症対応の重点医療機関の整備や酸素ステーションでの抗体カクテル療法

の実施については、本区としても東京都に対しお願いをしてきたものです。 

 今後も東京都や地区医師会と連携を図りながら新型コロナウイルス感染症に対する医療体制

の強化に努めてまいります。 

 

【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③診療 

（電話・ｵﾝﾗｲﾝ等） 

②診療依頼 

自宅療養者等 

①健康相談 

保健所 

 

自宅療養者等 

フォローアップセンター 

 

主治医 

【STEP２】対応可能な主治医がいない場合 

医師会協力医療機関 

【STEP３】対応可能な医療機関がない場合 

在宅医療支援医療機関（都医師会委託） 

≪平日 日中≫ 

【STEP１】主治医がいる場合 

≪夜間・休日≫ 

在宅医療のみを実施している医療機関等 

（東京都委託） 


